
福祉避難所の確保に関する協定書 

 

弘前市（以下（甲）という。）と社会福祉法人 〇〇〇（以下（乙）という。）

は、弘前市内で災害が発生した場合において、甲の指定避難所での生活に支障

があると認められる者（以下「要援護者」という。）を受け入れるための避難所

（以下「福祉避難所」という。）の確保等について、次のとおり協定を締結する。 

 

 （総則） 

第１条 この協定は、要援護者を福祉避難所に受け入れる場合の手続きについ 

て必要な事項を定めるものとする。 

 

 （福祉避難所） 

第２条 甲が、福祉避難所に指定できる乙の施設は次のとおりとする。 

施  設  名 所  在  地 受け入れ数 

〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 〇名 

〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 〇名 

 

 （要援護者の受入要請等） 

第３条 甲は、要援護者の受け入れの必要があると認めるときは、乙に対し、 

福祉避難所への当該要援護者の受け入れを要請するものとする。 

２ 乙は、前項の要請があったときは、当該要援護者の受け入れの可否を速や

かに判断し、受け入れが可能な場合は、その旨を甲に連絡するものとする。 

３ 乙は、前項の判断をするに当たり、当該要援護者を介助する者（以下「介

助者」という。）を一緒に避難させることの必要性について甲と協議するもの

とする。 

４ 乙は、要援護者の受け入れに当たり、当該要援護者の移送について、可能

な範囲で甲に協力するように努めるものとする。 

５ 乙は、第１項の要請がない場合において、避難してきた者（以下この項に

おいて「避難者」という。）を乙の判断により第２条に掲げる施設に受け入れ

たときは、遅滞なく甲に報告しなければならない。この場合において、甲は、

当該避難者が指定避難所で生活することに支障があると認めるときは、当該

避難者は第１項の要請により受け入れられたものとみなす。 



 （受け入れ期間） 

第４条 前条第１項の要請に基づく要援護者の受け入れ期間は、受け入れの日 

から起算して７日以内とする。ただし、甲が必要と認める場合は、７日以内

で延長することができるものとし、更に受け入れ期間の延長が必要と認めら

れる場合は、甲乙協議して定めるものとする。 

 

 （物資の提供等） 

第５条 乙は、受け入れた要援護者及びその介助者に対し、必要な食品、被服、 

寝具、その他の生活必需品を提供するとともに、要援護者に対し、日常生活

上の支援並びに当該要援護者が必要とする福祉サービス及び保健医療サービ

スを受けるための支援に努めるものとする。 

 

 （費用の負担） 

第６条 甲は、乙に対し、災害救助法等関連法令等の定めるところにより、所 

要の実費を負担するものとする。 

 

 （権利義務の譲渡等の禁止） 

第７条 乙は、この協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は

承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けた場合は、この

限りでない。 

 

 （秘密の保持） 

第８条 乙は、次条に定めるものを除くほか、要援護者の受け入れに伴い知り 

得た秘密を他に漏らしてはならない。この協定の終了後又は解除後において

も、同様とする。 

 

 （個人情報の保護） 

第９条 乙はこの協定による事務を処理するため個人情報を取り扱うに当たっ 

ては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。この協定の

終了後又は解除後においても同様とする。 

 

 （甲の解除権） 

第１０条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この協定を解除する

ことができるものとする。 

(1) 受け入れた要援護者に対する乙の対応が著しく不誠実と認められ、又は、

乙がこの協定を誠実に履行する意思がないと認められるとき。 



(2) 乙が福祉避難所を維持することができないと認められるとき。 

 

 （有効期間） 

第１１条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和〇年〇月〇日までと

する。ただし、有効期間満了の１カ月前までに甲又は乙が更新しない旨の意

思表示を行わない場合は、有効期間はさらに１年更新されるものとし、その

後もまた同様とする。 

２ 甲又は乙は、前項の意思表示を行うときは、文書により通知するものとす

る。 

 

 （その他） 

第１２条 この協定に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、甲乙

協議して定めるものとする。 

 

 この協定の成立を証するため、協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各

自１通を保有する。 

 

   令和〇年〇月〇日 

 

                弘前市大字上白銀町１番地１ 

（甲） 弘前市長 〇 〇  〇 〇 

 

                〇〇〇〇〇〇〇〇 

（乙） 社会福祉法人 〇〇〇 

                  理事長  〇 〇 〇 〇 

 


